
 
 

道路法参照条文（道路協力団体関係） 
 

○道路法（昭和二十七年法律第百八十号）（抄） 
第十三節道路協力団体 
 

（道路協力団体の指定） 
第四十八条の四十六 道路管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると

認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、

道路協力団体として指定することができる。 
２ 道路管理者は、前項の規定による指定をしたときは、当該道路協力団体の名称、住所及び事

務所の所在地を公示しなければならない。 
３ 道路協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじ

め、その旨を道路管理者に届け出なければならない。 
４ 道路管理者は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなけれ

ばならない。 
 
（道路協力団体の業務） 
第四十八条の四十七 道路協力団体は、当該道路協力団体を指定した道路管理者が管理する道路

について、次に掲げる業務を行うものとする。 
一 道路管理者に協力して、道路に関する工事又は道路の維持を行うこと。 
二 前号に掲げるもののほか、安全かつ円滑な道路の交通の確保又は道路の通行者若しくは利

用者の利便の増進に資する工作物、物件又は施設であつて国土交通省令で定めるものの設置

又は管理を行うこと。 
三 道路の管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。 
四 道路の管理に関する調査研究を行うこと。 
五 道路の管理に関する知識の普及及び啓発を行うこと。 
六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

 
（監督等） 
第四十八条の四十八 道路管理者は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するた

め必要があると認めるときは、道路協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができ

る。 
２ 道路管理者は、道路協力団体が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認

めるときは、道路協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを

命ずることができる。 
３ 道路管理者は、道路協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消

すことができる。 
４ 道路管理者は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならな

い。 
 



 
 

（情報の提供等） 
第四十八条の四十九 国土交通大臣又は道路管理者は、道路協力団体に対し、その業務の実施に

関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。 
 
（道路協力団体に対する道路管理者の承認等の特例） 
第四十八条の五十 道路協力団体が第四十八条の四十七各号に掲げる業務として行う国土交通省

令で定める行為についての第二十四条本文並びに第三十二条第一項及び第三項の規定の適用に

ついては、道路協力団体と道路管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による

承認又は許可があつたものとみなす。 
 
（踏切道の改良への協力） 
第四十八条の五十一 道路協力団体は、踏切道改良促進法（昭和三十六年法律第百九十五号）第

四条第六項（同条第十三項において準用する場合を含む。）に規定する同意をした同条第一項に

規定する地方踏切道改良計画又は同法第五条第三項（同条第六項において準用する場合を含む。）

において準用する同法第四条第六項に規定する同意をした同法第五条第一項に規定する国踏切

道改良計画（以下この条において「同意地方踏切道改良計画等」という。）に道路協力団体の協

力が必要な事項が記載されたときは、当該同意地方踏切道改良計画等に基づき鉄道事業者及び

道路管理者が実施する踏切道（同法第二条に規定する踏切道をいう。）の改良に協力するものと

する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

〇道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)(抄) 
 
（道路協力団体として指定することができる法人に準ずる団体） 
第四条の二十五 法第四十八条の四十六第一項の国土交通省令で定める団体は、法人でない団体

であつて、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事

項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有

しているものとする。 
 
（道路協力団体の指定） 
第四条の二十六 法第四十八条の四十六第一項の規定による指定は、法第四十八条の四十七各号

に掲げる業務のうち道路協力団体が行うもの及び当該業務を行う道路の区間を明らかにしてす

るものとする。 
 
（道路協力団体が業務として設置又は管理を行う工作物等） 
第四条の二十七 法第四十八条の四十七第二号の国土交通省令で定める工作物、物件又は施設は、

次に掲げるものとする。 
一 看板、標識、旗ざお、幕、アーチその他これらに類する物件又は歩廊、雪よけその他これ

らに類する施設で安全かつ円滑な道路の交通の確保に資するもの 
二 令第七条第九号の自動車駐車場及び自転車駐車場で道路の通行者又は利用者の利便の増進

に資するもの 
三 令第七条第十二号の車輪止め装置その他の器具で道路の通行者又は利用者の利便の増進に

資するもの（前号に掲げる施設に設けるものを除く。） 
四 広告塔又は看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの 
五 標識又はベンチ若しくはその上屋、街灯その他これらに類する工作物で道路の通行者又は

利用者の利便の増進に資するもの 
六 食事施設、購買施設その他これらに類する施設で道路の通行者又は利用者の利便の増進に

資するもの 
七 次に掲げるもので、集会、展示会その他これらに類する催し（道路に関するものに限る。）

のため設けられ、かつ、道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの 
イ 広告塔、ベンチ、街灯その他これらに類する工作物 
ロ 露店、商品置場その他これらに類する施設 
ハ 看板、標識、旗ざお、幕及びアーチ 

 
（道路協力団体に対する道路管理者の承認等の特例の対象となる行為） 
第四条の二十八 法第四十八条の五十の国土交通省令で定める行為は、次の各号に掲げる承認又

は許可の区分に応じ、当該各号に定める行為（当該道路協力団体がその業務を行う道路の区間

において行うものに限る。）とする。 
一 法第二十四条本文の規定による承認 花壇その他道路の緑化のための施設の設置、道路の

交通に支障を及ぼしている構造上の原因の一部を除去するために行う突角の切取りその他の

道路に関する工事又は除草、除雪その他の道路の維持 



 
 

二 法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可 工事用施設、工事用材料その他これら

に類する工作物、物件若しくは施設で道路に関する工事若しくは道路の維持のためのもの、

前条各号に掲げる工作物、物件若しくは施設又は看板、標識その他これらに類する物件で道

路の管理に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究若しくは知識の普及及び啓発

のためのものに係る道路の占用（前条第二号から第七号までに掲げる工作物、物件又は施設

に係る道路の占用にあつては、法第四十八条の四十七第一号に掲げる業務を行う道路協力団

体が行うものに限る。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

道路整備特別措置法参照条文(道路協力団体関係) 
 
〇道路整備特別措置法 (昭和三十一年法律第七号) (抄) 
 
（機構による道路管理者の権限の代行） 
第八条  機構は、 会社が第三条第一項の許可を受けて高速道路を新設し、 若しくは改築する場

合又は第四条の規定により局速道路の維持、 修繕及び災害復旧を行う場合においては、 当該

高速道路の道路管理者に代わって、その権限のうち次に掲げるものを行うものとする。 
一～三十三（略） 
三十四 道路法第四十八条の五十の規定により協議すること。 
三十五～三十九（略） 

２ 機構は、前項の規定により高速自動車国道の道路管理者に代わつてその権限を行おうとする

場合において、その権限が同項第一号、第三号、第十四号から第十六号まで、第二十八号、第

三十四号又は第三十七号に掲げるもの（同項第十四号、第十五号又は第三十四号に掲げる権限

にあつては道路の構造又は交通に及ぼす支障が大きいと認められる道路の占用で政令で定める

ものに係るものに限り、同項第十六号に掲げる権限にあつては道路法第三十九条の二第一項（同

法第九十一条第二項において準用する場合を含む。）の規定により入札占用指針（当該道路の占

用に関するものに限る。）を定めることに限り、前項第二十八号に掲げる権限にあつては同法第

四十七条の三第二項の規定により協議することに限る。）であるときは、あらかじめ、当該道路

管理者の承認を受け、かつ、これらの権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該道路管理

者に報告しなければならない。 
３ 機構は、第一項の規定により高速道路（高速自動車国道を除く。以下この項において同じ。）

の道路管理者に代わつてその権限を行おうとする場合において、その権限が第一項第九号に掲

げるもの又は一般国道に係る同項第十四号から第十六号まで、第二十八号、第三十二号若しく

は第三十四号に掲げるもの（同項第十六号に掲げる権限にあつては道路法第三十九条の二第一

項（同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。）の規定により入札占用指針を定める

ことに限り、第一項第二十八号に掲げる権限にあつては同法第四十七条の三第二項の規定によ

り協議することに限る。以下この項において同じ。）であるときは当該高速道路の道路管理者の

意見を聴き、その権限が第一項第三十七号に掲げるもの又は都道府県道若しくは指定市の市道

に係る同項第十四号から第十六号まで、第二十八号、第三十二号若しくは第三十四号に掲げる

ものであるときは当該高速道路の道路管理者の同意を得、かつ、これらの権限を行つた場合に

おいては、遅滞なく、その旨を当該高速道路の道路管理者に通知しなければならない。ただし、

同項第十四号から第十六号まで又は第三十四号に掲げる権限にあつては、道路の構造又は交通

に及ぼす支障が大きいと認められる道路の占用で政令で定めるものに係る場合に限る。 
 
 
 
 
 
 



 
 

４ 機構は、第一項の規定により高速道路の道路管理者に代わつてその権限を行おうとする場合

において、その権限が同項第一号、第三号、第五号、第六号、第九号、第十一号から第二十一号

まで、第二十三号から第二十八号まで、第三十号から第三十二号まで又は第三十四号から第三

十八号までに掲げるものであるときは、あらかじめ、会社の意見を聴き、同項第一号から第七

号まで又は第九号から第三十八号までに掲げる権限（同項第二号に掲げる権限にあつては高速

自動車国道法第八条第一項に規定する他の工作物の管理者が、第一項第十号に掲げる権限にあ

つては道路法第二十条第一項に規定する他の工作物の管理者が、それぞれ当該会社以外の者で

あるときに限る。）を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を会社に通知しなければならな

い。 
５～１０（略） 
 
（地方道路公社による道路管理者の権限の代行） 
第十七条 地方道路公社は、第十条第一項の許可若しくは第十二条第一項の許可を受けて道路を

新設し、若しくは改築する場合、第十四条の規定により道路の維持、修繕及び災害復旧を行う

場合又は第十五条第一項の許可を受けて道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、

当該道路の道路管理者に代わつて、その権限のうち次に掲げるものを行うものとする。 
一～二十八 （略） 
三十  道路法第四十八条の五十の規定により協議すること。 
三十一～三十六 （略） 

２ 地方道路公社は、前項の規定により当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行おうとす

る場合において、その権限が同項第一号に掲げるものであるときは当該道路の道路管理者の意

見を聴き、その権限が同項第九号、第十号、第十二号、第二十四号、第二十八号、第三十号又は

第三十三号に掲げるもの（同項第十二号に掲げる権限にあつては道路法第三十九条の二第一項

（同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。）の規定により入札占用指針を定めるこ

とに限り、前項第二十四号に掲げる権限にあつては同法第四十七条の三第二項の規定により協

議することに限る。）であるときは当該道路の道路管理者の同意を得、かつ、これらの権限を行

つた場合においては、遅滞なく、その旨を当該道路の道路管理者に通知しなければならない。

ただし、前項第九号、第十号、第十二号又は第三十号に掲げる権限にあつては、道路の構造又

は交通に及ぼす支障が大きいと認められる道路の占用で政令で定めるものに係る場合に限る。 
３ （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

（会社管理高速道路の道路管理者が権限を行う場合の意見の聴取等） 
第三十条 道路管理者は、会社管理高速道路について、次に掲げる権限を行おうとするときは、

あらかじめ、機構及び会社の意見を聴かなければならない。 
 一～九 （略） 

十 道路法第四十八条の四十六第一項の規定により道路協力団体を指定すること。 
十一 道路法第四十八条の四十八第一項の規定により報告をさせ、同条第二項の規定により必

要な措置を講ずべきことを命じ、及び同条第三項の規定により指定を取り消すこと。 
十二 道路法第四十八条の四十九の規定により情報の提供又は指導若しくは助言をすること。 
十三～十九 （略） 

 
（公社管理道路の道路管理者が権限を行う場合の意見の聴取等） 
第三十一条 道路管理者は、地方道路公社が第十条第一項の許可を受けて新設し、若しくは改築

し、第十四条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行い、若しくは第十五条第一項の許可を

受けて維持、修繕及び災害復旧を行う道路又は第十二条第一項の許可を受けて新設し、若しく

は改築し、若しくは第十四条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行う指定都市高速道路（以

下「公社管理道路」と総称する。）について、次に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじ

め、当該地方道路公社の意見を聴かなければならない。 
一～七 （略） 
八 道路法第四十八条の四十六第一項の規定により道路協力団体を指定すること。 
九 道路法第四十八条の四十八第一項の規定により報告をさせ、同条第二項の規定により必要

な措置を講ずべきことを命じ、及び同条第三項の規定により指定を取り消すこと。 
十 道路法第四十八条の四十九の規定により情報の提供又は指導若しくは助言をすること。 
十一 （略） 

２ （略） 
                                                               


